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要旨

　日常生活を円滑に営むことが困難な人に対して生活支援を行っていくことを専門とする介護福祉士には、

家事行為についての適切な知識や技術を習得していることが求められる。家事行為に関する知識や技術は、

家政学関連科目を通して習得していると考えられるが、それらが現場で活かされているかは疑問点が多い。

このような点について、学生や教員を対象とした様々な調査が行われてきた。しかし、現場の介護福祉士を

対象に実施された調査は少ない。そこで本調査では、特別養護老人ホーム（以下、特養）および介護老人保

健施設（以下、老健）で働く介護福祉士が、仕事を行う上で家政学関連科目の家庭生活、食生活、被服生活

領域のどのような内容が役に立つと捉えているのかを把握し、今後の介護福祉士養成における家政学関連科

目の教育内容を検討することを目的とした。調査結果から、食生括領域の「老人、障害者と栄養」や「食生

活と健康」、また被服生活領域の「老人、障害者と被服」等の項目は、他の項目と比較してやや役に立っと感

じている者が多いことが示唆された。調査結果から、新カリキュラムにおける家政学関連科目の教育内容の

留意事項について検討した。

【キーワード】家事の生活支援、家政学、高齢者施設、介護福祉士、介護福祉士養成教育

1．緒言

　介護とは、高齢や障害のために日常生活を円滑に

営むことが困難な人に対して、精神的、身体的、あ

いは社会的にも人として自分らしい生活を営むこと

ができるように援助することである。また、生活行

為を立させる援助を通して、命を護り、生きる意欲

を引き出し、生活を維持することであり、これを具

現化すると、食事・排泄、清潔、睡眠などの様々な

生活行為の崩れている束を作り直す援助を通して、

命を護り、生きる意欲を引き出すことであると定義

される1。一方、生活とは、生存して活動すること、

消費生活など衣・食・住に比重がおかれた物質上の

安定の問題、信仰や道徳など精神的な充実といった

世の中で暮らしていくということを意味している。

加えて、人生という意味も含んでいると捉えられる。

これらのことから生活とは、人間が生きていく上で

行なう諸行動の総体であり1）、生物としての生命の

維持、文化的な日常生活、その連鎖としての生涯と

いう三っの意義を含む、生の再生産の過程であると

いえる。とりわけ介護における生活とは、単に生存

するということではなく、文化的で主体的な営みで

なければならない。このような日々の生活は、主に

家庭を中心に行われる行為である。そこでは、炊事、

栄養管理などの食生活、洗濯、裁縫などの被服生活、

掃除やごみ処理などの住生活等、家事行為が日常的

に展開されている。これら家事行為は、日常生活を

維持、継続していくための諸行為である。以上のこ

とから家事行為は、人間が人間らしく生きぬくため

に最低限充たされなければならない生活の維持基盤

であるといえる。これらのことから、介護における

生活支援とは、人間が人間らしい暮らしを継続して

いくための支援であり、衣食住を中心とした家事行

為に対する正しい理解をすることなくして適切な生

活支援はできないと考えられる。また、自立を目指

した生活支援の第一歩は家事の支援であるといって

も過言ではない。

　一方、家政とは家庭生活を拠点に営む生活のまつ

りごとであり、生活者の日常生活をよりよい状態に

おき、人間としての尊厳を維持するために必要な社

会関係や生活技術である2。そして家政学とは、他

の科学の中で最も日常生活に根ざした科学であり、

生活の充実と向上のめに人間生活の基礎を科学的に

解明する学問である。家政学の特性を考慮すると、

介護福祉士養成における家政学教育は、その人らし

く生活することを支援するにあたり最低限必要な知

識と技術を習得するために不可欠なものであると考

えられる。日常生活を円滑に営むことが困難な人に

対して生活支援を行っていくことを専門とする介護

福祉士には、このような家政に関する適切な知識や

根拠に根ざした生活技術を身につけていることが求

められる。しかし、介護福祉士養成校で学ぶ学生の

多くは、生活経験が未熟で、生活支援に対して力
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不足であることがこれまでにも指摘されてき
た3・4。このことからも、家政学関連教育は、介護

福祉士養成において重要な役割を担っていると考え

られる。しかし一方で、家政学関連科目の内容は介

護現場で求められている実践力を養うための教育内

容とはなっておらず、教育内容について検討が必要

であることはこれまでの様々な研究において指摘さ

れてきた5・6・7・8・9。このような点について、現場の介

護福祉士を対象に実施された調査は、学生や教員を

対象にした調査と比較して少ないことが現状である

10・11・12・13。しかし、介護福祉士養成教育のための家

政学を検討するためには、実際に介護現場に携わる

介護福祉士の考え方を把握することが重要である。

そこで本調査は、介護現場での有用性とう観点から、

介護福祉士養成教育の新カリキュラムにおける家政

学関連科目の教育内容の留意事項を検討するため、

特養および老健において介護福祉士として働くうえ

で、学生時代に学んだ内容がどの程度実践に活かさ

れているのかを把握するための調査を行った。

2．方法

　実施時期は、平成22年6月中旬から7月初旬と

した。調査対象者は、無作為に抽出した長野県全域

の特養55施設、老健55施設、計110施設に勤務す

る介護福祉士550人とした。対象の介護福祉士は、

介護福祉士養成校を卒業し、介護福祉士資格を取得

した者とした。調査方法は、郵送調査法による自己

記入式質問紙調査とした。調査用紙は対象施設に5

部ずっ郵送し、施設長を窓口として、調査対象とな

る介護福祉士に調査への協力を依頼した。調査用紙

の回収も郵送によって行なった。調査内容は、介護

福祉士養成校における家政学関連内容について、旧

カリキュラムの項目ごとに職務上の役立ち度を、カ

テゴリー尺度を用いて、「1，役に立つ、2．やや役

に立っ、3．やや役に立たない、4．役に立たない」

の4段階で評価した。調査データは集計後、統計解

析ソフトSPSS　15．0を用いて解析を行なった。4段

階評価の「1．役に立つ、2．やや役に立っ、3．や

や役に立たない、4．役に立たない」をそれぞれ、4点、

3点、2点、1点とし、項目ごとの平均値を求めた。

加えて、データの散布を確認するため四分位偏差を

求めた。四分位偏差は、得られたデータを小さい順

に並べ、四分位点（25、50、75パーセントタイル値）

で区切り、25パーセントタイル値と75パーセント

タイル値の差を半分にした値であり、分布が両極端

のデータが存在しても、それらのデータに影響され

ずにデータのばらつきを示す指標である。四分位偏

差の値が小さいほどデータのばらつきが少ないこと

になる。

3．倫理的配慮

　本研究では、調査への協力は施設および個人の自

由意志に基づくものであり、また、得られた結果は

集団として統計処理し、本研究の目的以外に使用す

ることはないことを調査用紙に記載し、同意を得た

者を調査対象とした。

4．結果

（1）対象者の状況

調査票の配布数は550票で、回収数は277票（回

収率50．4％）、有効回答数は262票（有効回答率

47．6％）であった。平均年齢は27．0±6．9歳、性別

表1．対象者の年齢 表2，対象者の性別

年齢 人数（人）　　割合（％） 性別 人数（人） 割合（％）

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

199

52

4

4

3

76．00

19．80

1．50

1．50

1．10

男性

女性

70

192

26．　70

73．30

合計

合計 262

262 100．00

100．00

表4．勤続年数

表3．対象者の勤務先
勤続年数 人数（人）　割合（％）

勤務先種類 人数（人）　　割合（％）

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

未回答

128

133

1

48．90

50．　80

0．40

合計 262 100．00

1年未満

1～3年未満

3～5年未満

5～10年未満

10年以上

28

80

52

76

26

10．70

30．50

19．80

29．00

9．90

合計 262 100．00
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表5．対象者の職位

職位 人数（人） 割合（％）

介護課長・介護主任

副主任・ユニット（フロア）リーダー等

介護職員

介護支援専門員

相談員

その他

19

44

187

4

4

4

7．30

16．80

71．40

1．50

1．50

1．50

合計 262 100．00

は男性が70人（26．70％）、女性が192人（73．30％）

と女性の方が多かった（表1，2）。対象者の勤務先種

類は、特養が128人（48．9％）、老健が133人（50．80％）

であった（表3）。また、対象者の勤続年数は1～

3年未満の者が80人（30．50％）と最も多く、次い

で5～10年未満が76人（29．00％）、3～5年未満

が52人（19．80％）となっていた（表4）。対象者

の職位は、介護職員が71．40％と最も多かった（表5）。

（2）家庭生活　（表6）

　家政学概論の家庭生活領域では、家庭管

理の「休養と栄養」が4段階評価の平均値

が3．00で最も高かった。次いで高かった項

目は、「家事及び介護労働と疲労」の2．97

であった。一方、最も評価平均値が低かっ

た項目は「財産及び消費生活に関する法規」

の2．40で、次いで低かった項目は「生活費

のあり方」で2．43、「家族周期」「生活設計」

についてもそれぞれ2．46、2．48であり、や

や役に立たないと感じている者が多いことが示唆さ

れた。これらの項目はいずれも、大項目では家庭経

済および家庭経営の項目であった。このことから、

高齢者施設で働く介護福祉士は、家庭経営や家庭経

済に関する内容よりも、主に家庭管理に関する内容

が役に立っていると感じていることが示された。

表6．家庭生活の意義と経営・管理領域の評価平均値

大項目 小項目 平均値 四分位偏差

家庭経営 家族周期

ｶ活設計

2．46

Q．48

0．50

O．50

家庭管理 生活時間

ﾆ事労働の分類と特徴

ﾆ事及び介護労働と疲労

x養と栄養

ﾆ事及び介護労働の能率化

?p者への家事（介護）援助と作業管理

ﾆ庭の情報処理

2．82

Q．60

Q．97

R．00

Q．83

Q．91

Q．57

0．50

O．50

P．00

O．50

O．63

P．00

O．50

家庭経済 生活費のあり方

燻Y及び消費生活に関する法規

2．43

Q．40

0．50

O．50

（3）食生活　（表7）

　食生活領域において、4段階評価の平均値が最

も高かった項目は、老人、障害者と栄養の「加齢・

障害と食生活のあり方」で3．57であった。次いで

高かった項目は、食生活と健康の「栄養障害、生

活習慣病等」で3，54、老人、障害者と栄養の「栄

養所要量（食事摂取基準）」で3．45であった。これ

らの項目については、やや役に立つと感じている

者が多いことが示唆された。その他、身体の機能

と栄養の「栄養素」、「消化吸収」、「食品の成分と

保存・管理、食品の安全性」、「老人、障害者の食

生活と調理法、食器」についても評価平均値が3．00

以上であり、やや役に立つと捉えた者が多いこと

が示された。一方、大項目の「調理」に含まれる

項目は全て評価平均値が3．00未満であった。また、

「調理器具、設備、エネルギー源」、「食品衛生に関

する法規」についても評価平均値が3．00未満であ

り、役に立っと捉えているものが少ないことが示

された。
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表7．栄養と調理領域の評価平均値

大項目 小項目 平均値 四分位偏差

身体の機能と栄養 栄養素

ﾁ化吸収

3．31

R．37

0．50

O．50

老人、障害者と栄養 加齢・障害と食生活のあり方

h養所要量（食事摂取基準）

3．57

R．45

0．50

O．50

食生活と健康 栄養障害、生活習慣病等 3．54 0．50

食品の成分と保存・管理、食品の安全 3．08 1．00

調理 献立作成

H材の選び方

H材の調理性

ｲ理操作

2．42

Q．43

Q．49

Q．53

0．50

O．50

O．50

O．50

老人、障害者の食生活と調理法、食器 3．32 0．50

調理器具、設備、エネルギー源 2．73 0．50

食品衛生に関する法規 2．83 1．00

（3）被服生活　（表8）

　被服生活の項目については、　「老人、障害者と被

服」の評価平均値が3．14で最も高かった。次いで

「被服の役割と機能」が3．02であり、やや役に立っ

と感じている者が多いことが示唆された。また、「被

服の洗濯と管理（寝具類を含む）」は2．　94、「被服の

素材と品質表示」が2．89であった。

表8．被服生活領域の評価平均値

大項目 小項目 平均値 四分位偏差

被服の役割と機能 3．02 0．50

被服の素材と品質表示 2．89 1．00

被服の洗濯と管理（寝具類を含む） 2．94 1．00

老人、障害者と被服 3．14 0．50

5．考察

　社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正す

る法律が平成19年に成立されたとともに、介護福

祉士養成課程における教育カリキュラム等の見直

しが行われた。再編後の教育体系は、「人間と社会」、

「介護」、「こころとからだのしくみ」の3領域から

構成され「介護」領域を中核とし、「介護」に必要

な周辺知識を学ぶ領域として「人間と社会」、「こ

ころとからだのしくみ」が置かれている。家政学

関連科目ついても、その位置づけが従来とは異な

り、「家政学概論」および「家政学実習」が削除され、

それらの内容は、各々の領域の中の一項目とし設

けられる構成になっている。このことについて中

川らは、「家庭生活を中心とした人間生活全体を研

究してきた家政学の科学的知識・技術を体系的に

学ぶことなく、特定の場面を想定したかたちで、

部分的な知識・技術を習得するという新カリキュ

ラムの教育内容・方法では、利用者の生活事象に

対応するという意味で応用性に乏しく、限界があ

る」と述べている。また、介護福祉士養成教育の

ための家政学を検討するためには、今後、実際の

介護現場に携わる介護福祉士の考え方を把握する

ことも必要であると述べている14。そこで、本研

究では、家政学関連科目の教育内容の留意点につ

いて、介護現場での有用性を検討するため、介護

福祉士養成教育の旧カリキュラムにおける家政学

概論の家庭生活、食生活、被服生活領域の内容に

ついて、特養および老健で働く介護福祉士を対象

に調査を行い、各々の内容が実践に活かされてい

る程度を把握した。

　家庭生活領域については、全体的に評価平均値

が高いとは言いがたい結果であった。中でも財産

及び消費生活に関する法規については、2．40であ

り、食生活、被服生活を含めて全ての項目の中で

最も評価が低かった。一方、休養と栄養、家事及

び介護労働と疲労、生活時間については、いずれ

も評価平均値が3．00に近く、やや役に立つと感じ

ている者が多いことが示唆された。身体的および

精神的疲労を伴う介護労働を実践していく上で、

要介護者および介護者自らの体調を整えるという

意味から、これらの項目への意識の高さが、他の

項目より評価が高くなった要因のひとつではない
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かと考えられる。また、要介護者の生活支援を行う

上で、対象者の生活を全体的に捉えるということか

ら生活時間について理解しておくことは重要であ

る。この点から、本調査結果で高い評価を得たこと

は、家政学関連科目において生活時間についての教

育を行ってきたことが、現場での実践に繋がってい

ると確認できたものといえる。しかし、新カリキュ

ラムにおいては、生活時間という項目が削除されて

しまった。このことから、介護対象者個々人の生活

全体を捉え、これまでの生活習慣を考慮した生活支

援を実践してくために必要な生活時間についての学

習は、今後も教育の中に盛り込んでいく必要がある

と考えられる。

　次に、食生活領域では、大項目の身体の機能と栄

養、老人、障害者と栄養、食生活と健康、食品の成

分と保存・管理、食品の安全、老人、障害者の食生

活と調理法、食器については、全て評価平均値が3．00

以上であり、「やや役に立つ」～「役に立っ」と捉

えている者が多いことが示された。この中で、食品

の成分と保存・管理、食品の安全については、評価

平均が3．08であり、やや役に立っていると捉えて

いる者が多いが、新カリキュラムにおいて削除され

た項目である。本項目については、他の科目におい

ても取り上げられていない。旧カリキュラムの家政

学実習では、本項目に関する実習も盛り込まれてい

たが、実習が無くなったもしくは時間数が減少した

状況においては、本内容を扱う時間を確保すること

が困難な状況にあるということである。しかし、食

生活において、食品の適切な管理、安全について理

解しておくことは必要である。本内容にっいて、今

後も家事の生活支援等、家政学関連科目の中で触れ

ていく必要があると考えられる。一方、上記の項目

と比較して、大項目で調理に含まれる献立作成、食

材の選び方、食材の調理製、調理操作については、

評価平均値が2．00台と低かった。今回の調査では、

老健および特養で勤務する介護福祉士を対象にした

ために見られた特徴ではないかと推測される。調査

対象者が訪問介護等を実践している場合には、違っ

た結果が得られるのではないかと考えられる。勤務

先の違いによる意識の相違については、今後検討し

ていくことを考えている。

　最後に、被服生活であるが、被服の役割と機能、

老人、障害者と被服については評価平均値が3．00

以上であり、また、残りの2項目についても3．00

に近く、「やや役に立つ」と捉えている者が多いこ

とが示された。被服生活領域では、被服の素材と品

質表示が、他の科目にも盛り込まれることなく新カ

リキュラムにおいて削除された項目である。しかし、

調査結果から本項目についての評価平均値は2．89

であり、役に立っていると捉えている者が少ないと

はいえない。対象者の衣類を適切に扱うためには、

素材や品質表示に関する正しい知識が備わっている

必要がある。このようなことから、本項目について

も、カリキュラムから削除されたからといって、まっ

たく取り上げないということには不安がある。

　全ての項目について、評価平均値が高かった項目

は、食事の支援、身支度等のように、身体介護と関

連している内容のものが多く、身体介護を適切に行

うための知識や根拠として必要な内容であると感じ

ているのではないかと考えられる。この傾向は、調

査対象者が特養および老健で勤務する介護福祉士で

あるために認められた特徴であるとも考えられる。

同様の調査を通所介護や訪問介護、グループホーム

等で勤務する介護福祉士を対象として実施した場合

には、今回とは異なった結果が得られることも推測

される。実際、在宅要介護高齢者の間では、調理や

掃除、買い物等の生活支援のニーズが高いことが示

されている15。これに伴って、本調査結果の中でも

評価が高くなかった調理の項目等について、在宅介

護を実践している介護福祉士においては評価が高く

なることも推測される。今後は、通所介護や訪問介

護で働く介護福祉士を対象に同様の調査を実施し、

介護現場の特性を加味した家政学関連科目の教育内

容を検討していくことを考えている。

　本研究にご協力頂きました高齢者施設職員の皆様

に心より感謝申し上げます。
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